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令和２年 第１３回教育委員会（定例会）会議録 

 

期日：令和２年１０月２０日（火） 

開会：午後２時００分 

閉会：午後３時５０分 

場所：上天草市役所松島庁舎３階大会議室 

 

１ 会議日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 令和２年第１２回（９月定例会）会議録の承認について 

日程第３ 教育長諸般の報告 

日程第４ 非公開とする審議事項について 

日程第５ ［議案第６８号］専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第６ ［議案第６９号］専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第７ ［議案第７０号］専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第８ ［議案第７１号］専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第９ ［議案第７２号］専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第１０ ［議案第７３号］就学する学校の変更承認について 

日程第１１ ［議案第７４号］就学する学校の変更承認について 

日程第１２ ［議案第７５号］市議会の議決を経るべき議案について 

日程第１３ ［議案第７６号］市議会の議決を経るべき議案について 

日程第１４ ［議案第７７号］上天草市修学旅行の中止の伴うキャンセル料等補助金交付要綱の

制定について 

日程第１５ ［議案第７８号］令和２年度上天草市教育委員会の事務の点検及び評価報告書につ

いて 

日程第１６ 諸報告 

 

２ 出席委員 

山下勝一（委員）、柗本修吾（委員）、濵﨑千賀子（委員）、䭜本幸之助（委員）、 

高倉利孝（教育長） 

 

３ 欠席委員  なし 

 

４ 議場に出席した者 
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山下正（教育部長）、赤瀬耕作（学務課長）、原田和久（社会教育課長）、松田真也（教育審議員）、

宮﨑真司（学務課長補佐）、小浦嘉彦（社会教育課長補佐）、川本宜史（学務係長）、入口紘光（教

育企画係長） 

 

５ 教育長の報告の趣旨、議題及び議事の大要、議題となった動議及び動議を提出した者の氏名、

質問又は討論をした者の氏名及びその要旨、議決事項 

 以下のとおり 

 

開会 午後２時００分 

○教育長（高倉利孝君） それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、これより令和２

年第１３回上天草市教育委員会定例会を開会いたします。会議日程はお手元に配布してあると

おりです。 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

○教育長（高倉利孝君） 日程第１。会議録署名委員の指名を行います。会議規則第１８条第２

項の規定により、本日の会議録署名に䭜本委員及び宮﨑学務課長補佐を指名いたします。よろ

しくお願いいたします。 

 

日程第２ 令和２年第１２回（９月定例会）会議録の承認について 

○教育長（高倉利孝君） 次に日程第２。「令和２年第１２回（９月定例会）会議録の承認につい

て」を議題といたします。皆さんには会議の案内と一緒に配布しておりましたが、何か質疑等

がありましたらよろしくお願いいたします。 

○学務課長補佐（宮﨑真司君） 各委員の皆様よりご指摘いただきました文字等の修正につきま

しては、事務局で修正させていただきますのでよろしくお願いします。 

○教育長（高倉利孝君） よろしいですか。それではお諮りいたします。第１２回定例会の教育

委員会会議録については承認することにご異議ございませんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○教育長（高倉利孝君） 全員ご異議なしと認め、承認することに決定いたしました。 

 

日程第３ 教育長諸般の報告 

○教育長（高倉利孝君） 次に日程第３。教育長諸般の報告を行います。議案書の１ページをご覧

ください。本日は、この中から２点に絞ってご報告いたします。まず１点目は、経営訪問です。

９月２４日姫戸中学校、９月２９日湯島小中学校、１０月６日阿村小学校で経営訪問が行われ

ました。委員の皆様にはそれぞれ分かれて、ご参加いただきありがとうございました。子供た

ちの学習風景は、どの学校もとても熱心に取り組まれておりました。自分の考えや、人の意見

をよく聞き、また掲示物も非常に整えられておりました。皆さんからのお褒めの言葉があった

とおりです。ありがとうございました。まだ経営訪問は続きますけれども、今後ともよろしく

お願いいたします。続きまして、１０月１３日午前１０時から上天草市いじめ問題専門委員会

が開催されました。この委員会は、上天草市いじめ問題対策連絡協議会設置条例第１０条所掌

の事務により開催をいたしました。まず、会議が始まりましたが、資料がたくさんございまし

たので、資料に目を通す時間を１０分ほど取り、会議の日程に沿って進行いたしました。内容

については、この後の議案第７３号、第７４号が関連議案ですので、その議案説明の前に委員

の皆様には、今日までの経過について説明をしたいと思います。以上で、教育長諸般の報告を

終わります。 
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日程第４ 非公開とする審議事項について 

○教育長（高倉利孝君） 次に、日程第４。「非公開とする審議事項について」意見を伺います。

日程第５「議案第６８号」、日程第６「議案第６９号」、日程第７「議案第７０号」、日程第８「議

案第７１号」、日程第９「議案第７２号」、日程第１０「議案第７３号」、日程第１１「議案第７

４号」及び諸報告 第２の「不登校児童・生徒の状況について」、第３の「いじめの状況につい

て」、第４の「教職員の勤務時間管理について」は、プライバシー保護のため、秘密会議といた

しますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○教育長（高倉利孝君） 異議なしと認め、「議案第６８号」、「議案第６９号」、「議案第７０号」、

「議案第７１号」、「議案第７２号」、「議案第７３号」、「議案第７４号」及び諸報告の第２、第

３、第４につきましては、秘密会議といたします。 

 

日程第５ 議案第６８号 専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

○教育長（高倉利孝君） それでは、日程第５。議案第６８号「専決処分の報告並びにその承認

を求めることについて」を議題といたします。この議題は、秘密会議といたします。 

 

※【 議案第６８号から議案第７４号までは秘密会議の決定により審議内容は非公開 】 

 

日程第１２ 議案第７５号 市議会の議決を経るべき議案について 

○教育長（高倉利孝君） 次に、日程第１２。議案第７５号「市議会の議決を経るべき議案につ

いて」を議題といたします。この議案について、事務局からの説明を求めます。 

○社会教育課長（原田和久君） 議案書９ページをお願いします。議案第７５号、市議会の議決

を経るべき議案についてご説明いたします。議会の議決を経るべき次の議案に対する意見の申

出については原案のとおり了承することとします。指定管理者の指定について、次のように指

定管理者を指定するものです。施設の名称は、上天草市大矢野総合スポーツ公園でございます。

指定管理候補者の所在地は、上天草市大矢野町中２２８９番地、名称及び代表者につきまして

は、ＮＰＯ法人上天草スポーツクラブドリームズ理事長山口浩之でございます。指定の期間に

ついては、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間となります。１０ページを

お願いします。上天草市教育部指定管理候補者選定委員会委員長からの選定結果の報告を添付

しております。なお、選定結果の報告には、２箇所の指定管理候補者の記載がありますが、同

じ選定委員会で選定されましたので、併せて報告いただいたものです。提案理由といたしまし

て、上天草市大矢野総合スポーツ公園の指定管理者を指定するには、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決を経る必要があります。教育関係予算その他の議会の議決

を経るべき議案について市長に意見を申し出ることは、上天草市教育長に対する事務委任規則

第２条第１１号の規定により教育委員会に諮る必要があります。これが、この議案を提出する

理由でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○教育長（高倉利孝君） 以上で事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから、何

か質疑はございませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○教育長（高倉利孝君） それでは、お諮りいたします。議案第７５号は、ただ今ご審議いただ

きましたとおり、承認することにご異議ございませんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○教育長（高倉利孝君） ご異議なしと認めます。よって本案は、ご審議いただきましたとおり、

承認することに決定しました。 
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日程第１３ 議案第７６号 市議会の議決を経るべき議案について 

○教育長（高倉利孝君） 次に、日程第１３。議案第７６号「市議会の議決を経るべき議案につ

いて」を議題といたします。この議案について、事務局からの説明を求めます。 

○社会教育課長（原田和久君） 議案書１１ページをお願いします。議案第７６号につきまして

は、議案第７５号と同様に市議会への議案の提出について、ご審議をお願いするものでござい

ます。議案第７６号、市議会の議決を経るべき議案について。議会の議決を経るべき次の議案

に対する意見の申出については原案のとおり了承することとします。指定管理者の指定につい

て、次のように指定管理者を指定するものです。施設の名称は、上天草市松島総合運動公園で

ございます。指定管理候補者の所在地は、熊本市中央区帯山３丁目８番４４号、名称及び代表

者については、共同企業体祐和會代表福原英喜でございます。指定の期間については、令和３

年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間となります。提案理由といたしまして、上天

草市松島総合運動公園の指定管理者を指定するには、地方自治法第２４４条の２第６項の規定

により、議会の議決を経る必要があります。教育関係予算その他の議会の議決を経るべき議案

について市長に意見を申し出ることは、上天草市教育長に対する事務委任規則第２条第１１号

の規定により教育委員会に諮る必要があります。これが、この議案を提出する理由でございま

す。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○教育長（高倉利孝君） 以上で事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから、何

か質疑はございませんか。 

○委員（山下勝一君） 現在も祐和會ですか。 

○社会教育課長（原田和久君） はい、そうです。 

○教育長（高倉利孝君） 他にございませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○教育長（高倉利孝君） それでは、お諮り致します。議案第７６号は、ただ今ご審議いただき

ましたとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○教育長（高倉利孝君） ご異議なしと認めます。よって本案は、ご審議いただきましたとおり、

承認することに決定しました。 

 

日程第１４ 議案第７７号 上天草市修学旅行の中止の伴うキャンセル料等補助金交付要

綱の制定について 

○教育長（高倉利孝君） 次に、日程第１４。議案第７７号「上天草市修学旅行の中止の伴うキ

ャンセル料等補助金交付要綱の制定について」を議題といたします。この議案について、事務

局からの説明を求めます。 

○学務課長（赤瀬耕作君） はい。議案書１２ページをご覧ください。議案第７７号、上天草市

修学旅行の中止の伴うキャンセル料等補助金交付要綱の制定についてご説明いたします。上天

草市修学旅行の中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱を次のように制定することとしま

す。令和２年１０月２０日提出、上天草市教育長名。上天草市修学旅行の中止に伴うキャンセ

ル料等補助金交付要綱について、資料は事前に送付していますので読み上げは省略します。１

６ページの概要をご覧ください。制定の必要性については、令和２年度に市内各小中学校で実

施を予定している修学旅行について、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため中止した場

合にキャンセル料が発生し、児童生徒の保護者の経済的負担が大きく、また学校運営において

も支障をきたすことから、キャンセル料に係る補助を行うもので、補助金の交付にあたり関係

規定を整備するものでございます。内容については、１条から１１条までありまして、主なも

のは、第２条の補助対象者が学校長、第３条の補助対象経費については中止又は延期に伴うキ
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ャンセル料、第４条の補助金の額についてはキャンセル料の全額を補助することとしておりま

す。施行日につきましては、令和２年１２月補正予算議決日から施行し、令和２年１０月１日

から適用としています。施行は、予算の成立を待って、適用については、修学旅行の実施日を

考慮してのものです。なお、本要綱は令和３年３月３１日限りで効力を失うこととし、令和２

年度単年度要綱としています。議案書の１２ページにお戻りください。提案理由につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響により、市内小中学校が実施を計画していた修学旅行を

中止した場合に、旅行業者等に発生するキャンセル費用について、保護者の経済的負担を軽減

するとともに、学校運営の安定を図るために補助金を交付するもので、補助金の交付にあたり

関係規程を整備する必要がございます。なお、教育委員会規則その他委員会の定める規程を制

定及び改廃することについては、上天草市教育長に対する事務委任規則第２条第２号の規定に

より教育委員会に諮る必要があります。ご審議いただき、ご承認くださいますようよろしくお

願いいたします。 

○教育長（高倉利孝君） 以上で事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから、何

か質疑はございませんか。 

○委員（山下勝一君） 今、学校で修学旅行に行かれたところと、今後計画されているところは、

どのような状況か教えていただけますか。 

○学務課長（赤瀬耕作君） 基本的にはすべての学校が行かれるということで、今は３校が実施

しております。龍ヶ岳小、姫戸小、登立小の３校になります。 

○教育長（高倉利孝君） 実施した小学校から修学旅行先の対応がよかったと聞いています。中

学校も一応予定通りだそうです。 

○委員（嚨本幸之助君） 場所の変更もなく予定通り実施されますか。 

○教育長（高倉利孝君） はい、その予定です。他にございませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○教育長（高倉利孝君） それでは、お諮り致します。議案第７７号は、ただ今ご審議いただき

ましたとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○教育長（高倉利孝君） ご異議なしと認めます。よって本案は、ご審議いただきましたとおり、

承認することに決定しました。 

 

日程第１５ 議案第７８号 令和２年度上天草市教育委員会の事務の点検及び評価報告書

について 

○教育長（高倉利孝君） 次に、日程第１３。議案第７８号「令和２年度上天草市教育委員会の

事務の点検及び評価報告書について」を議題といたします。この議案について、事務局からの

説明を求めます。 

○学務課長（赤瀬耕作君） はい。議案書１７ページをご覧ください。議案第７８号、令和２年

度上天草市教育委員会の事務の点検及び評価報告書についてご説明いたします。地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定に基づき、上天草市教育委員会の権限に属

する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を次の

とおり作成することとします。令和２年１０月２０日提出、上天草市教育長名。提案理由につ

きましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定に基づき実施し

た上天草市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価につ

いて、その結果を報告書に作成し、上天草市議会に提出するとともに、公表する必要があるこ

とから、上天草市教育長に対する事務委任規則第２条第１８号の特に重要な事項に該当するの

で教育委員会に諮る必要がございます。別添の評価報告書の１ページをお開きください。別冊

の報告書の内容に沿ってご説明いたします。１、点検及び評価制度の概要としまして、まず、
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（１）の点検評価を実施する目的ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条

第１項の規定により、教育委員会が毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検評

価を行うことが義務付けられております。また、これを議会に提出するとともに、市民への説

明責任を果たすことを目的としています。次に、（２）の点検評価の対象は、令和元年度に実

施した教育委員会に属する事業のうち、上天草市第２次総合計画や上天草市第２期教育振興基

本計画を推進するために取り組んだ２ページに記載している主要な１１事業としました。次に、

（３）の学識経験者の知見の活用としまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

６条第２項の規定により、点検評価の客観性を確保するため、担当課が行った点検評価につい

て、９月２日に上天草市教育委員会施策評価懇談会を開催し、４名の学識経験者からご意見、

ご助言をいただきました。２ページをお開きください。２、点検及び評価の結果としまして、

１１の点検評価対象事業を記載しています。３ページから１３ページにかけて事業ごとに点検

評価シートを作成しています。このシートには、担当課が実施した自己評価結果及び自己評価

に対する学識経験者からのご意見、また、そのご意見等を踏まえ、今後の事業の方向性を記載

しています。１４ページから１６ページには、３、教育委員会の活動状況としまして、（１）

教育委員の選任状況、（２）教育委員会会議、（３）教育委員の主な活動状況、（４）付属機関

の状況について記載しています。なお、この報告書につきましては、市議会１２月定例会に提

出を予定しています。ご審議いただき、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

○教育長（高倉利孝君） 以上で事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから、何

か質疑はございませんか。 

○学務課長（赤瀬耕作君） 補足させていただきますが、この点検評価というのは、以前からこ

の点検評価を報告し議会に提出するようにと定められておりまして、実態は市全体の事務事業

評価を活用しての報告を行っておりました。この事務事業評価のやり方を市が見直すというこ

とで、今年度、実施しなくなったため、教育委員会で評価体制を整えて、点検評価を行い、市

議会に報告するという形にさせていただいております。 

○委員（山下勝一君） わかりやすくていいですね。 

○学務課長（赤瀬耕作君） 市の事務事業評価も似たようなシートになりますが、教育委員会の

報告に特化したつくりになっています。 

○委員（濵﨑千賀子君） これから毎年、実施されますか。 

○学務課長（赤瀬耕作君） 基本的に、このやり方を続けていきます。 

○教育長（高倉利孝君） 他にございませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○教育長（高倉利孝君） それでは、お諮り致します。議案第７８号は、ただ今ご審議いただき

ましたとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○教育長（高倉利孝君） ご異議なしと認めます。よって本案は、ご審議いただきましたとおり、

承認することに決定しました。 

 

日程第１６ 諸報告 

○教育長（高倉利孝君） 次に、日程第１２。諸報告に入らせていただきます。まず、報告第１

「１１月の行事予定について」の説明をお願いします。 

○教育審議員（松田真也君） はい、資料の１８ページ・１９ページをご覧ください。１１月の

行事予定表を載せております。主なものだけを紹介させていただきます。１日、スポーツレク

レーションフェスタ。２日、維和小学校の経営訪問。５日、維和中学校の経営訪問。それから

上天草市学校ＩＣＴ推進委員会大規模研修会を大矢野中学校で行います。９日、１１月市内校

長会議。１２日、中南小学校の経営訪問と人権教育自主講座。１４日、上天草バザール。これ
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は、高校の取組みですが、そこで中学生の起業家教育実践発表もさせていただきます。スポー

ツリーダー講習会。１６日、大矢野中学校の経営訪問。１７日、市人権社会教育部会研修会。

１８日、龍ヶ岳中学校の経営訪問。２０日、教育委員会議１４時からです。２４日、今津小学

校の経営訪問。１１月に経営訪問がたくさん入っておりますので、よろしくお願いいたします。

以上です。 

○教育長（高倉利孝君） 以上で、事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから、

何か質疑はございませんか。 

○教育審議員（松田真也君） 補足ですが、８日の一番右側に書いてありますが、上天草市文化

協会芸術文化祭芸能発表会。大々的な文化祭の開催でなく、芸能発表部門だけが８日の午前中

だけに限って実施されるということになっております。 

○委員（山下勝一君） いつも文化祭の案内が来るのですが、今回はありますか。 

○社会教育課長（原田和久君） 文化祭は文化協会が主催となりますが、コロナの関係で今年度

は来賓等への案内の通知はありません。 

○教育長（高倉利孝君） 他にございませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○教育長（高倉利孝君） 次の報告第２、第３、第４は秘密会議といたします。 

 

※【 報告第２、第３、第４は秘密会議の決定により審議内容は非公開 】 

 

○教育長（高倉利孝君） 以上で、予定された諸報告は終わりましたが、その他、事務局からの

追加報告等はありませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○教育長（高倉利孝君） それでは以上で予定された案件はすべて終了いたしました。これをも

って令和２年第１３回教育委員会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

閉会 午後３時５０分 

 

 


